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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則新旧対照表 

 （削る） 
改正案 

（許可の申請等に係る添付書類） 

第七条 次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書には、同表の下

欄に掲げる書類を添付するものとする。 

 
現行 

 備考 

申請書等 
添付書類 

解体業許可・許可の更新申請書 
（共同省令様式第五） 

破砕業許可・許可の更新申請書 
（共同省令様式第八） 

破砕業の事業の範囲の変更許可 
申請書（共同省令様式第十） 申請者（申請者が法人で

ある場合には法第六十一条
第一項第三号に規定する役

員とし、申請者が同項第四
号に規定する未成年者であ

る場合にはその法定代理人
を、申請者に政令第五条に

規定する使用人がある場合
には当該使用人を含む。）

が法第六十二条第一項第二
号イに規定する破産者で復

権を得ないものに該当しな
い旨の市町村長の証明書 
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則新旧対照表 

              (書類の提出部数等) 
第七条 法、政令、共同省令又はこの規則により、知事に

提出する書類の提出部数及び提出機関は別表のとおりと

する。  別表(第七条関係) 
（略） 

改正案 
            (書類の提出部数等) 

第八条 法、政令、共同省令又はこの規則により、知事に提

出する書類の提出部数及び提出機関は別表のとおり

とする。 
 別表(第八条関係) 

（略） 
現行 

 備考 

解体業変更届出書（共同省令様 
式第七）(共同省令第五十八条 

第四号から第六号まで及び第九 
号に係るものに限る。） 

破砕変更届出書（共同省令様式 
第十一）(共同省令第六十四条 

第四号から第六号まで及び第九 
号に係るものに限る。） 

  

届出者（届出者が法人で
ある場合には法第六十一条

第一項第三号に規定する役
員とし、届出者が同項第四

号に規定する未成年者であ
る場合にはその法定代理人

を、届出者に政令第五条に
規定する使用人がある場合

には当該使用人を含む。）
が法第六十二条第一項第二

号イに規定する破産者で復
権を得ないものに該当しな

い旨の市町村長の証明書 
 


